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Ⅰ 大学の概要 

 

１ 法人名   公立大学法人長野県立大学 

 

２ 所在地   長野県長野市三輪８－49－７ 

 

３ 役員の状況  ※ 令和２年４月１日現在 

  理事長        安藤  国威 

  副理事長（学長）   金田一 真澄 

  専務理事（事務局長） 玉井  裕司 

  理事（学部長）    森本  博行 

  理事（外部理事）   三隅  隆司 

  監事         弓場   法（公認会計士） 

  監事         中嶌  知文（弁護士） 

 

４ 学部等の構成 

 【学部】 

  グローバルマネジメント学部 グローバルマネジメント学科 

  健康発達学部        食健康学科 

こども学科 

【附置機関】 

グローバルセンター・言語教育センター 

ソーシャル・イノベーション創出センター 

キャリアセンター 

 

５ 学生数及び教職員数  ※ 令和２年５月１日現在 

 ① 学生数   727人 

 ② 教職員数  教員 70人、職員 47人 

 

６ 沿革 

  平成 30年４月 開学（公立大学法人設立） 

 

７ 大学の基本的な目標 

長野県立大学は、長野県の知の礎となり、未来を切り拓くリーダー

を輩出し、世界の持続的発展を可能にする研究成果を発信することで、

人類のより良い未来を創造し、発展させる大学をめざす。 

【３つの使命】 

① リーダー輩出 

幅広い豊かな教養教育、実践重視の高度な専門教育、寮生活や

海外研修などによる全人教育によって、新たな時代を担う様々

な資質や能力を備えたリーダーを輩出する。 

② 地域イノベーション 

長野県の豊かな自然や長い歴史・伝統を理解し、大切にするこ

とを通して、県の産業・文化・生活を活性化する「知の拠点」と

なり、地域に開かれた大学、地域とともに歩む大学をめざす。 

③ グローバル発信 

健全な批判精神をもち、先進的な研究はもとより、長野県の産

業や文化を基盤とした学際的な研究を推進して、新たな知を創

出し、その成果を地域に還元するとともに、長野から世界に向け

て発信する。 
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≪令和２年４月現在≫

＜構成＞ ＜審議事項＞

(1) 理事長 ア 中期目標について知事に対して述べる意見および

(2) 副理事長（学長） 年度計画に関すること

(3) 専務理事（局長） イ 法により知事の認可または承認を受けなければ

(4) ＧＭ学部長 ならないこと

(5) 外部理事 ウ 重要な規則の制定、改廃に関すること（学則等）

エ 予算の作成及び執行並びに決算に関すること

開催回数：年４回程度 オ 大学の学部、学科その他重要な組織の設置、変更

又は廃止に関すること

カ その他理事会が定める重要事項

※ 監事 公認会計士、弁護士

理事会

＜構成＞

(1) 理事長

(2) 副理事長（学長）

(3) 専務理事（局長）

(4) ＧＭ学部長

(4) 外部委員

・行政関係者、県内大学関係者

県内企業経営者

開催回数：年４回程度

＜審議事項＞法77条１項

法人の経営に関する重要事項を審議

＜構成＞

(1) 学長

(2) 局長

(3) 学部長

(4) 教育研究上の重要な組織の長

・学科長、コース長、各センター長、

学生支援委員長

開催回数：年４回程度

＜審議事項＞法77条３項

大学の教育研究に関する重要事項を審議

＜構成＞教員会議規程2条 ＜審議事項＞教員会議規程3条

・専任教員 ①学生の入学、卒業及び課程の修了に関すること

（教授、准教授、講師、助教） ②学位の授与に関すること

・事務局 ③教育課程の編成、授業科目の改廃に関すること

④その他、学長が必要と認めた事項

開催回数：月１回程度 ＜上記以外の機能＞

① 情報共有 ② 意見聴取

教員会議（各学部又は各学科）

理事長

＜構成＞

(1) 理事長

(2) 学長（副理事長）

(3) 副学長を置くときは、副学長

(4) 学部長

(5) 事務局長

(6) 理事長の指名する者

開催回数：週１回（毎週火曜日）

＜大学運営会議の役割＞

ア 理事長、学長の意思決定の補助

イ 法人内の意見調整

ウ 情報交換・情報伝達

法 人 ・ 大 学 事 務 局

公立大学法人長野県立大学の組織

<大学組織>

法人委員会

教育研究審議会

<法人組織>

経営審議会

セ
ン
タ
ー

ソーシャル・イノベーション創出センター

グローバルセンター（学務課グローバル化推進係）

言語教育センター

キャリアセンター（学務課キャリア支援係）

（再掲）法人・大学事務局
大学運営会議

県立大学 学長

（再掲）法人・大学事務局

人事委員会

リスクマネジメント委員会

自己点検委員会 人権・ハラスメント委員会

衛生委員会

教職員から選出された委員等で構成

ＦＤ・ＳＤ委員会 教務委員会

学生支援委員会

大

学

専

門

委

員

会 図書館・紀要委員会 倫理委員会

入試委員会

図書館
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Ⅱ 事業実績の概要 

 

令和元年度末からの新型コロナウイルス感染症（以下「新型コロナ」

という。）の感染拡大は、大学運営にも多大な影響を与えた。本学の

特長でもある、１年次全寮制や海外プログラムをはじめとする多様

な学びの実践も、縮小や延期などを余儀なくされた。 

しかしながら、こうした状況下でも、教育の質を維持・向上するた

め、教職員が一丸となって取り組んできた。特に、授業では、感染状

況に応じてオンライン授業を導入したが、カリキュラムや受講規模

によっては対面授業と同等の効果が得られたほか、学生の満足度も

高かった。 

新型コロナは、価値観や社会構造の変革を加速すると言われてい

る。先の読めない時代だからこそ、本学の理念にもある「未来を切り

拓くリーダー」がこれからの社会に一層求められることが、改めて認

識された１年となったといえる。 

こうした状況の中、県から示された中期目標を確実に達成するた

め、中期計画及び年度計画に基づき着実に事業を実施した。令和２年

度の活動実績は次のとおりである。 

 

１ 長野県立大学における新型コロナへの対応について 

｢新型コロナウイルス感染症対策本部会議」を 61回開催し、感染

状況に応じたキャンパスや寮における感染対策を検討し、迅速に

講じた。具体的には、対策本部会議で決定した感染状況のレベルご

との対応方針を定めた「新型コロナウイルス感染状況及び活動指

針」に基づき、学生･学外者ともにレベルに応じた入構制限を行っ

たほか、学内において、検温器や消毒用品の調達･設置を対面授業

開始前に行い、入構時の検温・消毒を実施するとともに、食堂を中

心にパーテーションを設置するなど感染防止策を講じた。 

 

(1) 教育の質・量の維持に関する取組について 

ア オンライン授業の導入 

新型コロナの感染拡大以前と同等の規模での対面授業が困

難となったことから、５月よりオンラインを積極的に導入し

た。導入にあたっては、教職員向けにオンラインに熟知した教

職員による技術的支援や FD研修等を実施した。学生向けには

Glexa の同時アクセスを 50 人から 300 人に増強したほか、希

望のあった学生にパソコンや Wi-Fi ルーターの貸し出しを行

うなど、環境整備に努めた。 

 

イ 感染防止対策を徹底した臨地実習等の実施 

食健康学科では、予定していた実習期間を短縮したほか、学

内代替授業に切り替えた実習もあったが、健康管理個人票を

作成するなど感染防止対策を徹底したうえで保健所や病院等

で臨地実習を実施した。こども学科においても、十分な感染防
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止対策をとり、幼稚園や保育所で実習を実施した。 

 

ウ オンラインによる海外プログラムの代替実施 

海外プログラムについては、食健康学科は３月にオンライ

ンに変更して代替実施し、全学生 30人が参加した。グローバ

ルマネジメント学科及びこども学科は令和３年度に延期した。 

   

  エ オンラインを活用したイベントの実施 

ソーシャル・イノベーション創出センター（以下、「CSI」と

いう）が主催した「公開講座・コラボ公開講座」では、オンラ

インの導入により遠方からでも参加しやすくなり、１回あた

りの参加人数は令和元年度を上回った。 

  

(2) 学生への支援に関する取組について 

ア 経済的な支援 

コロナ禍で家計が急変した学生向けの支援策として、高等

教育の修学支援新制度に基づく授業料減免を超えて行う本学

独自の支援制度を整備し、授業料の減免を３人の学生に行っ

た。また、新制度で非該当となる外国人留学生に対しても、独

自の支援制度を新たに整備し授業料等の減免を行った（授業

料半額減免５人、寮費全額減免１人）。 

 

イ 象山寮・学生交流 

象山寮については、１年次の全員入寮を断念し、入寮時期を

対面授業の始まった第３学期に変更した。入寮にあたっては、

非課税世帯や遠方学生に配慮し、１年生 78人（留学生４人を

含む。）とレジデント･アシスタント（以下「RA」という。）

６人が入寮した（留学生及び RAは４月入寮）。「寮体調不良者

用対応マニュアル」を策定し、寮生から体調不良者が出た場合

の対応体制を整えた。また、寮と寮外の学生の交流場として

｢寮のバーチャルユニット交流会」を企画･開催し、寮外の１年

生を含む 50人が参加、先輩による履修相談等を行った。 

 

ウ キャリア支援 

インターンシップについては、オンラインも積極的に活用

するなど受け入れ企業と実施方法を検討し、感染防止対策を

徹底したうえ 86人の学生が参加した。 

 

２ 教育研究等の質の向上について 

(1) 教育の推進に関する取組 

ア 発信力ゼミ 

１年次通年必修の「発信力ゼミ」は、プレゼンテーションや

ディスカッションを含む授業を 15 グループ、各 16 人程度の

少人数で行った。２月にオンラインで開催した合同発表会で
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は、ゼミの代表がそれぞれの活動の成果を発表し、プレゼン

テーション能力等の向上を図った。また、教員間による成績評

価の適正化のため、成績評価のルーブリック（評価基準）を構

築し、授業評価の公平性と授業方法の改善につなげた。 

 

イ 英語集中プログラム 

１年次･２年次必修の英語集中プログラムは、学生の英語力

を勘案して、25人程度の少人数により週４回授業を行い、「読

む・聞く・書く・話す」という４技能の向上を図った。入学時、

１年次修了時、２年次修了時に TOEICを受検し、英語力の習熟

度を測定し、学生にフィードバックすることで学修に対する

モチベーションの向上につなげた。 

 

ウ ゼミ・実習 

３年次からは、これまでより高度な知識・技能を学ぶ専門ゼ

ミや臨地実習を実施し、自身の関心や将来を見据えた専門的

な学びを促した。グローバルマネジメント学科では「ゼミナー

ルⅡ」を 20ゼミ開講し、自身の関心のある分野について主体

的な学びを促した。食健康学科では、「ゼミナール」及び「卒

業研究」を開講したほか、保健所や病院、特別支援学校等で臨

地実習を実施し、事前事後の指導も含め、栄養管理や食育にお

ける管理栄養士としての役割を理解し、学修を深めた。こども

学科では、３つのコースに分けたうえで、２～４人の少人数に

よる「こども学ゼミⅡ」を開講したほか、保育所への実習を行

い、子どもや保育者の仕事に触れ、保育の実践力を高めた。 

 

エ 海外プログラム 

海外プログラムについては、食健康学科の２年次の全学生

30 人が３月にオンラインによる代替プログラムを実施した。

プログラムには、栄養学の講義や、現地の管理栄養士による講

義、オンラインフィールドワークなどを組み込み、オンライン

でも専門的なレクチャーや現地の食文化等を学べる機会とし

た。 

 

(2) 大学院の設置準備 

令和元年 10 月に大学院設置検討会議を設置して検討を重ね、

令和２年３月に決定した大学院設置基本構想を４月に県へ提案

した。県と協議・検討を重ね、11 月に知事より令和４年４月に

大学院開学を目指す意思表示がなされた。12 月には、大学院設

置準備ワーキングチームを設置し、設置認可申請に関する検討

や申請書作成に取り組み、令和３年３月 19日に文部科学省へ大

学院設置認可申請を行った。 

 

(3) 入学者の受入れに関する取組 
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ホームページやオンラインを活用した Web オープンキャンパ

ス・説明会等により情報発信に努めた。特に、ホームページに

ついては、７月にリニューアルを行い、訪問者の利便性向上等を

図った。オープンキャンパスは、Webオープンキャンパスとして

日時を限定せずに実施し、950人が動画視聴した。 

また、新たな取組として、学長が高校 13校を訪問し、校長な

どに対し、本学の基本方針や教育内容について説明した。 

 

(4) 学生へのキャリア支援に関する取組 

新入生 235 人が、オンラインにより学長との個人面談を行っ

た。面談において大学で学ぶ意義や自分の将来像について新入

生が自ら考え、４年間の目標を確認する機会となった。 

また、３年生については、キャリア形成の一環であるインターン

シッププログラムへの参加を促したほか、就職対策講座の実施

など本格的に始まった就職活動に対する支援を行った。 

 

(5) 研究活動の推進に関する取組 

21 件の科研費採択研究に取り組んだ。科研費申請率向上のた

めのインセンティブとして「学長裁量経費」に関する要綱改正

を７月に行ったほか、採択された本学教員の申請書の一部を閲

覧できるようにするなど、教員の積極的な申請を促す取組を強

化した。 

(6) 地域貢献の推進に関する取組 

地域に開かれた大学として、「信州ソーシャル･イノベーション

塾（計 15人参加）」、「公開講座･コラボ公開講座（計９回、延べ

438人参加）」等を開催した。 

また、長野県教育委員会及び KDDI㈱と包括連携協定を締結し、

本学の学生や県立高校生、長野高専生を対象に若手起業家によ

る「ベンチャー起業家講演会」を９月から開催したほか、令和３

年度から実施する高校生と企業経営者の交流を図る「JIBUN 発 

旅するラボ」の事業構築を連携して行った。 

CSI 及びアドバイザリー･メンバー等が学生による具体的な起

業２件を支援した。 

 

(7) 国際交流の推進に関する取組 

留学生の受入については、新型コロナの影響で令和２年度日

本留学試験第１回（７月）が中止となる中、日本大学連合学力試

験（JPUE）を活用し香港より１人の入学者を獲得した。 

海外大学への派遣については、新型コロナの影響により最終

的に留学を断念したが、令和元年度に交換留学協定を締結した

２校から４人の学生の入学許可を得た（当初の予定は令和２年

後期からの派遣）。海外プログラムの研修先については、令和３

年度も６か国７校において実施することとしている。 
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３ 業務運営等について 

(1) 再生可能エネルギー100％による電力調達の宣言 

本学において使用する電力を、令和３年４月１日から全て再

生可能エネルギーに切り替えることを３月に宣言し、長野県や

企業などと共同会見を行った。この取組は、国公立大学において

は初めてである。 

 

(2) その他 

原則週１回（年 34回）大学運営会議を開催した。必要な情報

を丁寧に収集、論点を整理した上で、迅速な意思決定を行った。 

令和２（2020）年度計画の 10 月末時点の進捗状況について、

12 月に自己点検による中間評価を行い、評価結果を大学運営会

議に報告した。 

内部統制の取組として、令和２年３月に策定した「内部統制に

関する基本方針」に基づき、「リスク評価シート」の見直しを実

施したほか、業務フロー図の作成について検討を進めた。 

災害等のリスクに備え、三輪･後町両キャンパスにおいて防災

訓練を実施し、教職員の防災意識を啓発した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Ⅲ 業務の実績等 

中 期 計 画 令和２（2020）年度計画 令和２（2020）年度計画に係る実績 

第１ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

１ 予算 

平成30年度～平成35（令和５）年度 

(単位：百万円) 

区  分 予  算 

収入 

運営費交付金 

自己収入 

授業料等収入 

その他収入 

受託研究等収入 

 

計 

 

６，５３１  

３，２３２  

２，８４９  

３８３  

１２  

 

９，７７５  

支出 

業務費 

教育研究経費 

人件費 

一般管理費 

受託研究等経費 

 

計 

 

９，７６３  

１，８４３  

６，７７２  

１，１４８  

１２  

 

９，７７５  

【運営費交付金の算定】 

県から交付される運営費交付金は、一定の

仮定の下に試算されたものであり、各事業年

度の運営費交付金は、県の予算編成過程にお

いて決定される。 

 

 

 

令和２年度 

(単位：百万円) 

区  分 予  算 

収入 

運営費交付金 

授業料等減免交付金 

自己収入 

授業料等収入 

その他収入 

受託研究等収入 

 施設整備補助金 

 目的積立金取崩収入 

 

計 

 

１，０４５ 

４３  

５２６  

４５０  

７６  

０  

０ 

１９ 

 

１，６３３  

支出 

業務費 

教育研究経費 

人件費 

一般管理費 

受託研究等経費 

 施設整備費 

 

計 

 

１，６１８  

３１６  

１，１０６  

１９６  

０  

１５ 

 

１，６３３ 

  

 

 

令和２年度 

(単位：百万円) 

区  分 決  算 

収入 

運営費交付金 

自己収入 

授業料等収入 

その他収入 

受託研究等収入 

授業料等減免交付金（補助金） 

 新型コロナウイルス感染症対策助成金 

大学改革推進等補助金 

目的積立金取崩収入 

計 

 

１，０６４ 

４８２ 

４５３ 

２９ 

２ 

４０ 

１ 

１ 

４ 

１，５９４ 

支出 

業務費 

教育研究経費 

人件費 

一般管理費 

受託研究等経費 

新型コロナウイルス感染症対策助成金 

 施設整備費 

計 

 

１，４９５ 

２４７ 

１，０７６ 

１７２ 

２ 

１ 

４８ 

１，５４６ 
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【人件費の見積り】 

期間中総額６，７７２百万円を支出する。

（退職手当を除く。） 

人件費の見積りについては、配置計画に基

づく教職員数を踏まえ、役員の報酬及び職員

の給料・諸手当並びに法定福利費に相当する

費用を試算したものであり、定期昇給、ベース

アップは含まない。 

退職手当については、公立大学法人長野県

立大学職員退職手当規程に基づき所要額を支

給するが、各事業年度の予算編成過程におい

て算定された上で、運営費交付金として措置

される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 収支計画 

平成30年度～平成35（令和５）年度 

(単位：百万円) 

区  分 予  算 

費用の部 

経常費用 

業務費 

教育研究経費 

受託研究等経費 

人件費 

一般管理費 

減価償却費 

臨時損失 

 

  

 

１０，０６７  

８，６２７  

１，８４３  

１２  

６，７７２  

１，１４８  

２９２  

０  

 

令和２年度 

(単位：百万円) 

区  分 予  算 

費用の部 

経常費用 

業務費 

教育研究経費 

受託研究等経費 

人件費 

一般管理費 

減価償却費 

臨時損失 

 

  

１，７２７ 

１，７２７ 

１，４００ 

２９４ 

０ 

１，１０６ 

１８４ 

１４３ 

０ 

 

令和２年度 

(単位：百万円) 

区  分 決  算 

費用の部 

経常費用 

業務費 

教育研究経費 

受託研究等経費 

人件費 

一般管理費 

財務費用 

雑損 

減価償却費 

臨時損失 

１，６２１ 

１，６１８ 

１，３３１ 

２５４ 

１ 

１，０７６ 

１２４ 

２ 

１ 

１６０ 

３ 
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収入の部 

経常収益 

運営費交付金収益 

授業料等収益 

受託研究等収益 

資産見返負債戻入 

雑益 

臨時利益 

 

１０，０６７ 

６，５３１ 

２，８４９ 

１２ 

２９２ 

３８３ 

０  
 

収入の部 

経常収益 

運営費交付金収益 

授業料等減免交付金収益 

授業料等収益 

受託研究等収益 

資産見返負債戻入 

雑益 

臨時利益 

目的別積立金崩額 

１，７２７ 

１，７２３ 

１，０２８ 

４３ 

４８９ 

０ 

８７ 

７６ 

０ 

４ 

純利益 ０ 
 

収入の部 

経常収益 

運営費交付金収益 

授業料等収益 

受託研究等収益 

補助金等収益 

資産見返負債戻入 

雑益 

臨時利益 

 

１，６５７ 

１，６５４ 

９９１ 

４７９ 

２ 

４２ 

１０６ 

３４ 

３ 

 

純利益 

目的別積立金崩額 

総利益 

３６ 

４ 

４０ 
 

３ 資金計画 

平成30年度～平成35（令和５）年度 

(単位：百万円) 

区  分 予  算 

資金支出 

業務活動による支出 

投資活動による支出 

財務活動による支出 

次期中期目標期間への繰越金 

９，７７５  

９，２８５  

１０２  

３８８ 

０  

資金収入 

業務活動による収入 

運営費交付金収入 

授業料等収入 

受託研究等収入 

その他収入 

投資活動による収入 

９，７７５  

９，７７５  

６，５３１  

２，８４９  

１２  

３８３  

０  

 

令和２年度 

(単位：百万円) 

区  分 予  算 

資金支出 

業務活動による支出 

投資活動による支出 

財務活動による支出 

翌年度への繰越金 

２，４３４ 

１，５４５ 

３２ 

５６ 

８０１ 

資金収入 

業務活動による収入 

運営費交付金収入 

授業料等減免交付金収入 

授業料等収入 

受託研究等収入 

その他収入 

２，４３４ 

１，６１４ 

１，０４５ 

４３ 

４５０ 

０ 

７６ 

 

令和２年度 

(単位：百万円) 

区  分 決  算 

資金支出 

業務活動による支出 

投資活動による支出 

財務活動による支出 

翌年度への繰越金 

２，８４９ 

１，４１８ 

１１１ 

５５ 

１，２６５ 

資金収入 

業務活動による収入 

運営費交付金収入 

授業料等収入 

受託研究等収入 

補助金等収益 

その他収入 

２，８４９ 

１，６２２ 

１，０２３ 

４３２ 

２ 

４２ 

１２３ 
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中 期 計 画 令和２（2020）年度計画 令和２（2020）年度計画に係る実績 

財務活動による収入 

 

０  

 

投資活動による収入 

財務活動による収入 

前年度からの繰越金 

０ 

０ 

８２０ 
 

投資活動による収入 

財務活動による収入 

前年度からの繰越金 

２６ 

０ 

１，２０１ 
 

第２ 短期借入金の限度額 

１ 限度額 

２億円 

２ 想定される短期借入金の発生理由 

運営費交付金の交付時期と資金需要の期間差及

び事故の発生等により緊急に必要となる対策費と

して借り入れすることを想定する。 

１ 限度額 

２億円 

２ 想定される短期借入金の発生理由 

運営費交付金の交付時期と資金需要の期間差及

び事故の発生等により緊急に必要となる対策費と

して借り入れすることを想定する。 

１ 限度額 

２億円 

２ 借り入れの実績はない。 

第３ 出資等に係る不要財産又は出資等に係る不要財産となることが見込まれる財産の処分に関する計画 

  なし   なし なし 

第４ 第３の財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

  なし   なし   なし 

第５ 剰余金の使途 

決算において剰余金が発生した場合は、教育研

究の質の向上及び組織運営の改善に充てる。 

  決算において剰余金が発生した場合は、教育研

究の質の向上及び組織運営の改善に充てる。 

平成31（2019）年度決算において計上した当期総

利益のうち28,870千円を、教育研究の質の向上及び

組織運営の改善に充てるため積み立てた。 

第６ その他 

１ 施設及び設備に関する計画 

各事業年度の予算編成過程において決定する。 

 

 

 

 

２ 地方独立行政法人法第40条第４項の規定により

業務の財源に充てることができる積立金の処分に 

１ 施設及び設備に関する計画 

                （単位：百万円） 

施設及び設備の整備内容 予定額 財源 

北棟ゼミ室改修工事 １５ 目的積立金 

 

２ 地方独立行政法人法第40条第４項の規定により

業務の財源に充てることができる積立金の処分に 

１ 施設及び設備に関する実績 

（単位：百万円） 

施設及び設備の整備内容 実績額 財源 

北棟ゼミ室改修工事 ４９ 運営費交付金 

 

２ 地方独立行政法人法第40条第４項の規定により業

務の財源に充てることができる積立金の処分に関す 
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関する計画 

なし 

 

３ その他法人の業務運営に関し必要な事項 

なし 

関する計画 

なし 

 

３ その他法人の業務運営に関し必要な事項 

なし 

る実績 

なし 

 

３ その他法人の業務運営に関し必要な事項 

なし 

 


